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民事再生手続開始決定及びフィナンシャル・アドバイザー選任に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年 6月 27日付「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」にてお知らせいた

しましたとおり、同日付けで東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、受理されましたが

（東京地方裁判所平成 25年（再）第 32号 民事再生手続開始申立事件）、本日、同地方裁判所より、

開始決定が発令されましたので、お知らせいたします。 

 

【民事再生法による今後の予定】 

①  財産評定書・報告書（民事再生法 124 条、125 条）

の提出期限 
平成 25年９月４日 

②  再生債権の届出期限 平成 25年９月 30日 

③  認否書の提出期限 平成 25年 10月 17日 

④  再生債権の一般調査期間 平成 25年 10月 24日から 

平成 25年 10月 31日まで 

⑤  再生計画案の提出期限 平成 25年 11月５日 

（注）上記日程につきましては、今後の手続の進行により変更となる可能性があります 

 

また、当社は、当社事業の事業価値を毀損させることなく再建を実現させるため、迅速にスポンサ

ーを募集・選定の上、事業譲渡を実施することを検討しておりますが、昨日、スポンサーの募集・選

定等のフィナンシャル・アドバイザー（以下「FA」といいます。）として GCAサヴィアン株式会社（東

京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号パシフィックセンチュリープレイス丸の内 30 階

http://www.gcasavvian.com/）を選任し、スポンサーの募集・選定等に係るフィナンシャル・アドバ

イザリー業務を委託することを決定しましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、本決定につきましては、監督委員の同意を得ております。 

 

今後、当社は、裁判所及び監督委員の監督のもと、当社の FAである GCAサヴィアン株式会社の

サポートを得て、スポンサーの募集・選定に向けた具体的な手続を、公正性を確保しつつ、迅速に

進めて参ります。 

また、皆様にお知らせするべき事項が生じましたら、適時かつ適切にご報告申し上げます。 

 

 

以 上 


